
第17号様式（第９条第３項）

１ 年度限定保育事業の利用を申請する児童

２ きょうだい児　※申請児童より年長児童で、特定の施設・事業を利用する就学前の児童

　※１ 在園児区分

　　　就学前児童で、上記１～13の施設・事業を利用する兄又は姉を年齢の高い順に、第１子、第２子、第３子とカウントし、年度限定保育事業の利用を申請する児童の在園児区分に○を付けます（第３子以降は第３子に○）。就学児童（小学生以降）や一覧に掲載のない認可外保育施設を利用する児童は対象になりません。

　※２ 施設・事業種別番号

　在籍する施設・事業別に下記番号を記入してください。

【特定の施設・事業】

番号 番号

1 幼稚園 7

2 認定こども園 8

3 認可保育所 9

4 小規模保育事業 10

5 家庭的保育事業 11

6 事業所内保育事業 12

13

３ 添付書類

(1)

(2)

「２　きょうだい児」に記入した児童が施設種別番号１（給付対象）～６の施設・事業を利用している

場合は、当該施設・事業の利用料通知書の写し又は施設・事業を利用していることを当該施設長が証明

した書類

「２　きょうだい児」に記入した児童が施設種別番号１（私学助成）、７～13の施設・事業を利用して

いる場合は、施設・事業を利用していることを当該施設長が証明した書類

４月1日の

満年齢

横浜市年度限定保育事業　多子減免届出書

フリガナ

申請児童氏名

保育所名 申請日　 　　　　　年　　　月　　　日

保護者署名

（申請者氏名）

生年月日 在園児

区分

（※１）

　　年　　月　　日

歳

第２子

第３子

利用施設・事業名

歳

　年　月　日

　年　月　日

児童心理治療施設通所部

児童発達支援および医療型児童発達支援

　特定の施設・事業を利用する就学前児童をカウント対象とし、年齢の高いきょうだいから順に第１～

３子（第３子以降は第３子）と数えます。在園児区分「第２・３子」が年度限定保育事業の利用児童に

あたる場合、利用料が減免されます。

施設・事業種別

横浜保育室

特別支援学校幼稚部

企業主導型保育事業

年度限定保育事業

施設・事業種別

居宅訪問型児童発達支援

　年度限定保育事業の利用にあたり、多子減免の利用を申込みます。

　本届出書の記載内容についてこども青少年局が関係機関に照会することについて、あらかじめ同意します。

在園児

区分

（※１）

第１子

第２子

４月1日の

満年齢
氏名 生年月日

施設・事業

種別番号

（※２）

歳


